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まえがき 

この規格は，工業標準化法に基づき，日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本

工業規格である。これによって，JIS C 8109:1999 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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Luminous-tube transformers 

 
序文 

この規格は，1991 年に第 1 版として発行された IEC 61050 及び Amendment 1（1994）を基とし，我が国

の配電事情及び関連法規を考慮して，技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。ただし，追補

（amendment）については，編集し，一体とした。 

なお，この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は，対応国際規格を変更している事項である。

変更の一覧表にその説明を付けて，附属書 JA に示す。 

 

1 一般事項 

1.1 適用範囲 

この規格は，50 Hz 又は 60 Hz で 1 000 V 以下の交流電源で用い，1 000 V を超え，15 000 V 以下の定格

無負荷出力電圧を管形冷陰極放電ランプに供給し，安定させる入出力巻線が分離された独立形又は機器組

込形の単相変圧器（以下，変圧器という。）について規定する。これらの変圧器は，照明用，電気広告灯用，

灯光信号機用又はこれらと同様の目的の機器に用いる。 

変圧器の安全性を確実にするため，性能を検査する必要がある。これらの変圧器に用いるランプの特性

は，標準化されているので，製造業者が特にランプを指定しない場合，JIS C 7615 に規定するランプで試

験を行う。 

船舶，車両，爆発が起きる可能性がある危険な場所などの特別な状況が優先される場合，特別な組立が

必要である。 

この規格は，低圧及び高圧のナトリウム灯，高圧の水銀灯，ハロゲンランプ，キセノンランプ，熱陰極

管形蛍光灯，コピー機用特殊ランプなどのランプ用又は管用の変圧器には適用しない。 

この規格は，単巻変圧器及び電子式変換装置には適用しない。 

この規格は，適用範囲に含まれない写真用ランプの変圧器のような，適用範囲の範ちゅうにその特性が

含まれ，他の JIS 又は IEC 規格の対象になっていない変圧器に対する指針としても，役立つものである。 

変圧器にコンデンサを内蔵する場合，コンデンサは JIS C 4908 に適合しなければならない。 

注記 1 その他の制限は，各国の国内規格又は配線規定で決められている。 

この規格の試験は，形式試験である。受渡試験に関する指針は，附属書 C の規定による。 

注記 2 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 

IEC 61050:1991，Transformers for tubular discharge lamps having a no-load output voltage 

exceeding 1 000 V (generally called neon-transformers) .General and safety requirements 及び

Amendment 1:1994（MOD） 

なお，対応の程度を表す記号“MOD”は，ISO/IEC Guide 21-1 に基づき，“修正している”


